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はじめに 

 

県では、平成 18年をピークに飲酒運転による人身事故件数、検挙件数とも年々

減少傾向にありましたが、近年はほぼ横ばい状態となっており、令和６年につい

ては、人身事故件数、検挙件数ともに前年を上回るなど、未だ飲酒運転の根絶に

は至っていません。 

飲酒運転の根絶のためには、公務に携わる者が率先して取り組むことはもち

ろん、県民一人ひとりが飲酒運転は「犯罪」であり、かつ大切な命を奪う重大な

事故に直結する危険な行為であることを深く認識するとともに、「飲酒運転は絶

対しない、させない、許さない」という強い自覚を持って取り組まなければなり

ません。 

このため、平成 25年７月に、「三重県飲酒運転〇
ゼロ

をめざす条例」（以下「条例」 

という。）を施行し、県の責務、県民や事業者の努力といった各主体の役割を   

明らかにして、規範意識の定着と飲酒運転の再発防止という基本方針の下に、 

飲酒運転のない社会づくりを決意したところであり、県、県民等が一致協力し、 

飲酒運転を根絶するための取組を推進していく必要があります。 

この年次報告書は、条例第６条第 1 項の規定に基づく「第３次三重県飲酒運  

転〇
ゼロ

をめざす基本計画」（令和３年度～令和７年度）において、県等が行う施  

策の実施状況についてとりまとめ、公表を行うことで県内の飲酒運転の状況と  

飲酒運転根絶に向けた取組を県民の皆さんにより深く理解してもらい、現状と  

課題に対する共通認識を持つことにより、今後の施策へ反映していこうとする  

ものです。 

 なお、今年度においては次期基本計画の見直し時期となることから、県内の 

飲酒運転を根絶するため、より良い計画を策定していきます。 

 

 

（参考）三重県飲酒運転〇
ゼロ

をめざす条例（抄） 

第６条第４項 

 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告 

するとともに、これを公表しなければならない。 
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をめざす基本計画」の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定の趣旨 
 飲酒運転の根絶のため、行政や関係団体が連携

して飲酒運転〇（ゼロ）をめざす運動を推進する

ための総合的な取組を定める。 

２ 目標の設定 
  基本目標および５つの活動目標を設定し、その達成に向けて取り組む。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲酒運転〇（ゼロ）へ ～ STOP! 飲酒運転 in みえ ～ 

３ 飲酒運転防止のための取組 

 

 

 

 

 

 

 
 

計画期間 
令和３年度から令和７年度まで（５年間） 

５ 飲酒運転の再発防止のための措置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 教育機関等による教育 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依

存症およびその疑いのある者への対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 総合的かつ計画的に施策を推進するためのしくみづくり 

 

 

 

再発防止 

基本目標（飲酒運転による人身事故件数） 
令和７年までに 18 件以下  

活動目標 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① ハンドルキーパー推進店等の指定等 

  年間 700店（事業所）以上 

  

② 企業等における社内教育の実施 

  毎年度 1,500回以上 

  
③ 各種交通安全講習等における飲酒運転

防止教育の実施率 

  毎年度 100％ 

  

④ 飲酒運転防止にかかる交通安全教育実

施率（教科又は特別活動等） 

  毎年度 100％ 

  
⑤ 飲酒運転違反者の受診率 

  令和７年度までに 50％以上 

  

規範意識の定着 

①飲酒運転防止意識の普及徹底 

「飲酒運転は絶対しない、させない、許さ

ない」意識の浸透等 

②広報啓発活動の推進 

 飲酒運転根絶キャンペーンの展開等 

③事業者による取組 

 ハンドルキーパー運動の推進等 

①飲酒運転の再発防止に関する普及啓発活動 

「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」の

運用等 

②飲酒運転の再発防止のための運転者教育の

推進 

 講習指導員の資質の向上等 

①段階的かつ体系的な飲酒運転防止教育の

推進 

学校教育活動を通した教育、家庭・地域

等との連携等 

②運転免許を取得する若年者に対する飲酒

運転防止教育の推進 

 大学、専門学校等における取組等 

①飲酒運転違反者のアルコール依存症に関す

る受診義務 

飲酒運転違反者への受診義務通知とアル

コール依存症の情報提供等 

②アルコール依存症の早期発見、早期受診の

ための取組 

 治療継続の促進のための自助グループ活動

支援等 

〇関係機関・団体による県民総ぐるみ運動 〇相談体制の確立 〇積極的な情報提供 

 〇飲酒運転〇（ゼロ）をめざす推進運動の日（12/1）に合わせた取組 〇表彰 〇報告・公表 
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第２ 三重県の飲酒運転の現状と傾向 

 

１ 飲酒運転による人身事故の発生や飲酒運転違反取締りの状況 

  県内の飲酒運転による人身事故については、平成 19 年９月施行の道路交

通法の罰則強化により減少しはじめ、平成 25 年７月の条例施行以降も継続

して減少していましたが、近年はほぼ横ばい状態となっており、令和６年は

41 件と対前年に比べ９件の増となり、そのうち死亡事故は６件で、対前年

に比べ２件の増となりました。 

また、飲酒運転取締件数については、対前年比 126 件増の 429 件でした。 

道路交通法改正により、令和６年 11 月１日から自転車の酒気帯び運転に

罰則が適用され、飲酒運転取締件数 429 件中 52 件は、自転車によるもので

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲酒運転事故等の推移（平成 24 年～令和６年） 
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２ 飲酒運転による人身事故や違反取締の傾向 

（１）飲酒運転による人身事故の傾向 

【飲酒した場所の状況（令和６年）】 

「飲酒した場所」のうち、主なものは、「バー・スナック・料理店等」「自

宅」となっており、これらで全体の約半数を占めています。 

 

【発生時間帯別の比較（令和６年）】 

 飲酒運転による人身事故の発生時間帯は、18 時から６時までの間に多く発

生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

時間帯 発生件数 割合 

０時から３時まで 7 17.1% 

３時から６時まで 6 14.6% 

６時から９時まで 3 7.3% 

９時から 12 時まで 4 9.8% 

12 時から 15 時まで 3 7.3% 

15 時から 18 時まで 5 12.2% 

18 時から 21 時まで 7 17.1% 

21 時から 24 時まで 6 14.6% 

合計 41 
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【年代の比較（令和６年）】 

 飲酒運転による人身事故当事者の年代は 20 代が最も多く、次いで 30 代と

なっており、これらの年代で全体の約半数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地と発生場所の比較（令和６年）】 

 

 

   人身事故当事者の「居住地」と人身

事故の「発生場所」について、それぞ

れ地域別の割合を比較したところ、い

ずれも北勢が最多となっています。 

   また、「居住地」と「発生場所」の

間に大差はなかったことから、自宅若

しくは自宅に近い場所で飲酒した後、

飲酒運転による人身事故を起こしてい

る当事者が多いと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代 当事者数 割合 

10 代 2 4.9% 

20 代 11 26.8% 

30 代 10 24.4% 

40 代 4 9.8% 

50 代 3 7.3% 

60 代 6 14.6% 

70 代以上 5 12.2% 

合計 41 

地域 居住地 発生場所 

北勢 19 46.3% 24 58.5% 

中南勢 10 24.4% 10 24.4% 

伊勢志摩 4 9.8% 4 9.8% 

伊賀 2 4.9% 2 4.9% 

東紀州 3 7.3% 1 2.4% 

県外 3 7.3%     

（内円：居住地別 外円：発生場所別） 
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（２）飲酒運転違反の傾向 

【発生時間帯別の比較（令和６年）】 

 飲酒運転違反の発生時間帯は、21 時から３時が５割以上を占めており、

夜間を中心に多く発生しています。一方、９時から 18 時の日中にも、約２

割発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【飲酒運転違反者の年代比較（令和５年）】 

 

 

 

【年代の比較（令和６年）】 

 飲酒運転で検挙された年代は 50 代が最も多くなっており、全体の 25.4％を

占めています。それ以外は、10 代を除き大差はありませんでした。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間帯 取締件数 割合 

０時から３時まで 107 25.4% 

３時から６時まで 36 8.6% 

６時から９時まで 24 5.7% 

９時から 12 時まで 20 4.8% 

12 時から 15 時まで 26 6.2% 

15 時から 18 時まで 43 10.2% 

18 時から 21 時まで 46 10.9% 

21 時から 24 時まで 119 28.3% 

合計 421 

年代 違反者数 割合 

10 代 11 2.6% 

20 代 66 15.4% 

30 代 61 14.2% 

40 代 80 18.6% 

50 代 109 25.4% 

60 代 57 13.3% 

70 代以上 45 10.5% 

合計 429 
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【居住地と違反場所の比較（令和６年）】 

 

飲酒運転違反者の「居住地」と「違

反場所」について、それぞれ地域別の

割合を比較したころ、居住地・違反場

所のいずれも、北勢、中南勢が多く

なっています。 

また、「居住地」と「違反場所」の間

に大差は見られないことから、居住地

に近い地域で検挙されていると考えら

れます。 

 

 

 

 

地域 居住地 違反場所 

北勢 134 44.1% 143 48.6% 

中南勢 89 29.3% 99 33.7% 

伊勢志摩 28 9.2% 25 8.5% 

伊賀 23 7.6% 24 8.2% 

東紀州 4 1.3% 3 1.0% 

県外 26 8.6%     

（内円：居住地別 外円：違反場所別） 

※構成比は小数点第２位を四捨五入しているため、合計しても 100％とはならない場合があります。 
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第３ 令和６年度の目標達成状況 

 

県は、「三重県飲酒運転〇
ゼロ

をめざす条例」に基づき策定した、「第３次三重県

飲酒運転〇
ゼロ

をめざす基本計画」（以下「第３次基本計画」という。）において、

県、警察本部、市町、関係機関・団体の連携などにより、県民、事業所、行政

が一体となった飲酒運転根絶に向けた取組を着実に推進するため、１つの基本

目標と５つの活動目標を設定しています。 

基本目標である「飲酒運転による人身事故件数」は目標を達成できませんで

したが、活動目標である「ハンドルキーパー推進店等の指定等」「企業等におけ

る社内教育の実施」「各種交通安全講習等における飲酒運転防止教育の実施率」

「飲酒運転防止にかかる交通安全教育実施率（教科又は特別活動等）」および「飲

酒運転違反者の受診率」については、目標を達成することができました。  

 

１ 基本目標の達成状況と対応 

 

（参考）飲酒運転による人身事故件数の推移            （単位：件） 

  第１次基本計画 第２次基本計画 

年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R元年 R2年 

目 標 値  53 43 38 33 28 23 18 
実 績 値 63 55 44 36 34 42 36 37 
達成状況  0.96 0.98 1.00 0.97 0.67 0.64 0.49 

 

飲酒運転による人身事故は、前年から９件増の 41 件となり、目標を達成す

ることはできませんでした。 

今後は、飲酒運転違反の実態をふまえ、県・警察本部・関係団体と連携し、

「規範意識の定着」のさらなる徹底のために、引き続き、場面に応じた広報

啓発の重点的実施や、交通安全教育の強化および再発防止対策に取り組むと

ともに、デジタルサイネージやＷＥＢ広告等、新たな媒体による効果的な広

報啓発に努めていきます。 

また、警察本部においては飲酒運転による交通事故の分析に基づいた効果

的な交通指導取締りに重点的に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

基本目標 飲酒運転による人身事故件数（年間） 

年   Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 Ｒ７年 

目 標 値 27件以下 25件以下 23件以下 21件以下 18件以下 

実 績 値 28件 42件 32件 41件  

達 成 状 況 0.96 0.60 0.72 0.51  

【設定の考え方】飲酒運転による人身事故が〇(ゼロ)になることをめざして、毎年２件
以上の減少をめざします。 
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２ 活動目標の達成状況と対応 

令和６年度の実績値は 1,309 店（事業所）となり、目標を達成することが

できました。 

ハンドルキーパー推進店等の指定については、三重県小売酒販組合連合会

の各地区小売酒販組合が開催する酒類販売管理研修（法定研修）の受講者に

対して、くらし・交通安全課が行うもののほか、（一財）三重県交通安全協会

や警察本部が、飲食店や事業所に対して行うものがあります。 

引き続き、ハンドルキーパー運動の普及啓発とともに、飲酒運転違反の実

態をふまえながら、チラシ等を活用して酒類提供や販売の場面に応じた啓発

を重点的に行っていきます。 

安全運転管理者講習等の実施を通して、企業等による飲酒運転防止教育の支

援を行い、目標を達成することができました。 

今後も、推進機関による講習や情報提供の実施により、企業等による自主的

な飲酒運転防止教育を支援していきます。 

各種の交通安全講習（運転免許取得時講習・更新時講習・取消処分者講習・

停止処分者講習・高齢者講習・安全運転管理者等講習、その他関係機関・団

体が行う交通安全講習）においては、飲酒運転防止教育を必ず取り入れて実

施することにより、目標を達成することができました。 

今後も、受講対象に応じた飲酒運転防止教育を実施していきます。 

活動目標（1）ハンドルキーパー推進店等の指定等 

年  度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

目 標 値 700店(事業所) 700店 700店 700店 700店 

実 績 値 979店(事業所) 777 店 917 店 1,309店  

達 成 状 況 1.00 1.00 1.00 1.00  

【設定の考え方】広く社会全体でハンドルキーパー運動を浸透させるため、新たなハン

ドルキーパー推進店等として、年間 700 店以上の指定をめざします。     

活動目標（2）企業等における社内教育の実施 

年  度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

目 標 値 1,500回 1,500回 1,500回 1,500回 1,500回 

実 績 値 1,540回 1,831回 1,575回 2,308回  

達 成 状 況 1.00 1.00 1.00 1.00  

【設定の考え方】企業等における社内教育について、毎年度 1,500回以上の実施をめざ

します。 

活動目標（3）各種交通安全講習等における飲酒運転防止教育の実施率 

年  度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

目 標 値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

実 績 値 100％ 100％ 100％ 100％  

達 成 状 況 1.00 1.00 1.00 1.00  

【設定の考え方】各種交通安全講習等において、受講者に応じた飲酒運転防止に関する

内容を取り入れ、毎年度 100 パーセント実施をめざします。 
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教育委員会は、小学校、中学校、高等学校に対して、地区別生徒指導連絡

協議会や各種研修会において、学校における飲酒運転の根絶に関する教育の

必要性を伝達しました。 

保健の学習等において、飲酒運転の根絶に関連する指導を行ったと回答し

た学校は、小学校、中学校、高等学校において「100％」であり、目標を達成

することができました。 

今後も各学校において、児童・生徒の発達段階に応じた飲酒運転防止教育

が継続的に実施され、飲酒運転根絶の規範意識が醸成されるよう働きかけて

いきます。 

県は公安委員会から情報を得た飲酒運転違反者に対して、受診義務通知・

勧告・再勧告により、令和６年度の目標である「49％以上」を達成しました。 

今後も、アルコール依存症および多量飲酒者の早期発見、早期受診のため、

「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」において、飲酒運転違反者や家族に

対する助言指導を行うとともに、受診義務通知・勧告に加えて、引き続き、

再勧告を行い、飲酒運転違反者の受診率がさらに向上するよう取り組んでい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動目標（4）飲酒運転防止にかかる交通安全教育実施率（教科又は特別活動等） 

年  度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

目 標 値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

実 績 値 100％ 100％ 100％ 100％  

達 成 状 況 1.00 1.00 1.00 1.00  

【設定の考え方】小学校、中学校、高等学校において、発達段階に応じた飲酒運転防止

に関する教育の毎年度 100パーセント実施をめざします。 

活動目標（5）飲酒運転違反者の受診率 

年  度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

目 標 値 46％以上 47％以上 48％以上 49％以上 50％以上 

実 績 値 55.4％ 59.0％ 58.6％ 56.6％  

達 成 状 況 1.00 1.00 1.00 1.00  

【設定の考え方】飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する受診率、50 パーセント

以上をめざします。 
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第４ 「第３次三重県飲酒運転〇
ゼロ

をめざす基本計画」に基づく令和６年度の取

組概要と課題 

 

１ 基本計画に定める４つの基本方針 

  基本計画では条例の柱とする方針である「規範意識の定着」と「飲酒運転

の再発防止」に枠組みした 4 つの基本方針を策定し、飲酒運転根絶への取組

を推進することとしています。 

 

条例の柱とする方針 第３次基本計画の基本方針 

規 範 意 識 の 定 着 

〇飲酒運転防止のための取組 

県民一人ひとりに「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さ

ない」という意識の定着のための教育、啓発活動を推進 

〇教育機関等による教育 

教育機関等における飲酒運転〇
ゼロ

をめざす教育および啓発を推進 

飲酒運転の再発防止 

〇飲酒運転の再発防止のための措置 

 飲酒運転をした者等に対し、再発防止のための教育を実施 

〇飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依存症およびその疑い

のある者への対策 

・アルコール依存症等の知識の普及および飲酒運転との関係に 

ついての啓発を推進 

・飲酒運転違反者に対する受診通知とアルコール依存症に関す 

る情報提供を実施 

 

２ 基本方針の取組（成果と課題） 

（１）飲酒運転防止のための取組 

ア 飲酒運転防止意識の普及徹底 

   「三重県交通安全県民運動実施要綱」の年間重点目標の一つに「飲酒運

転等の根絶」を掲げ、四季の交通安全運動における啓発のほか、企業等に

よる社内での自主的な飲酒運転防止教育の推進や、関係機関・団体によ

る交通安全啓発活動、指導取締り、ハンドルキーパー運動の普及など、さ

まざまな手段・方法で飲酒運転防止意識の醸成を行いました。 

  警察本部においては、事故実態に応じた飲酒運転の重点的な指導取締

りを行い、事故抑止対策を図りました。 

 

イ 広報啓発活動の推進 

    県は、広報啓発活動の一環として、関係機関・団体と連携し、飲酒運

転〇
ゼロ

をめざす啓発事業を実施しました。 

この取組では、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という

規範意識の定着と飲酒運転の再発防止を目的として、ドライバーが訪れ

る商業施設において、スローガン「STOP！飲酒運転 in みえ」を展開し、

広報啓発活動を行いました。 
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また、ラジオやテレビなど各種メディアの活用、啓発用ポスター・チラ

シの配布、四季の交通安全運動に合わせた広報啓発活動等を行ったほか、

飲酒運転をテーマに実写ドラマ仕立てで制作した啓発動画ＣＭをテレビ

のＷＥＢ配信サービス等で放映し、条例の周知・飲酒運転防止の意識啓発

に取り組みました。 

 

※《令和６年度の主な啓発事業実施状況》 

〇 飲酒運転〇
ゼロ

をめざす推進運動の日（12 月１日）街頭キャンペーン 

開 催 日：令和６年 12 月１日（日） 

開催場所：三重県総合博物館（津市） 

内    容：「みえ交通安全・環境フェスタ」において、飲酒運転〇
ゼロ

をめ

ざす条例の周知、飲酒運転の根絶意識の醸成を図るため、

啓発物品、啓発チラシの配布を実施したほか、飲酒体験用

ゴーグルを使用した飲酒状態の疑似体験による参加・体験

型のイベントを開催し、飲酒運転の危険性を訴えました。      

実 施 者：中部運輸局三重運輸支局、県、警察本部、（一財）三重県        

交通安全協会、（一社）三重県自家用自動車協会、（一社）三

重県安全運転管理協議会、（一社）三重県タクシー協会、（一

社）三重県トラック協会、（公社）三重県バス協会 

 

ウ 事業者による取組 

（ア）（一社）三重県タクシー協会、（一社）三重県トラック協会、（公社）

三重県バス協会では、従業員に対する飲酒運転防止教育の実施、始業

点呼時等におけるアルコールチェッカーを使用した飲酒検知の実施等

について事業所への指導を徹底しました。 

（イ）（一社）三重県安全運転管理協議会では、飲酒体験用ゴーグル等の各

種安全教材の貸出を行い、事業所における飲酒運転根絶意識の向上を

図りました。 

（ウ）(公財)三重県生活衛生営業指導センターでは、店舗巡回訪問時に自

動車運転代行や公共交通機関の利用、ハンドルキーパー運動の普及に

係る呼び掛けを行いました。 

（エ）三重県小売酒販組合連合会では、酒類販売店への啓発ポスターの掲

示、酒類販売関係者へのチラシ配布のほか、駅前の大型ディスプレイ

での広報動画の放映などを通じ啓発活動を行いました。       

また、県は、同連合会と連携し、酒類販売管理研修の受講者に対して、

事業者による飲酒運転防止の徹底（来店者への声かけ）を呼び掛けま

した。 

そのほか、街頭啓発活動を実施し、通勤・通学者に啓発チラシの配布

を行いました。 

（オ）（公社）三重断酒新生会では、アルコールフォーラムや研修会等の

開催により、アルコール依存症の知識の普及を図ったほか、飲酒運転

根絶に向けた街頭啓発活動を実施しました。 
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［課題］ 

  飲酒運転による人身事故件数は前年に比べ増加し、目標の達成には至

らなかったことから、さらなる飲酒運転防止意識の高揚、規範意識の定

着を図るため、県・警察本部・関係機関・団体が連携し、飲酒運転違反の

実態をふまえながら、より一層の効果的な広報啓発に取り組むとともに、

警察本部においては、飲酒運転による交通事故の分析に基づいた効果的

な交通指導取締りを進めていく必要があります。 

 

（２）教育機関等による教育 

  ア 段階的かつ体系的な飲酒運転防止教育の推進 

   (ア) 教育委員会では、地区別生徒指導連絡協議会や各種研修会において、

条例の内容や趣旨について説明し、学校における飲酒運転の根絶をめ

ざす教育の必要性を伝えました。 

   (イ) 交通安全教育実施機関においては、受講者の年齢に応じた研修等を

実施しました。 

  （ウ）警察本部や運転免許講習等実施機関により、高齢者講習の受講者に

対して飲酒運転防止教育を実施しました。 

   イ 運転免許を取得する若年者に対する飲酒運転防止教育の推進 

  （ア）運転免許講習等実施機関では、運転免許取得時講習、初心運転者講

習等で飲酒運転防止教育を実施しました。 

(イ) 警察本部では、県内の大学生等に対して飲酒運転防止教育を実施し

ました。 

［課題］ 

将来に渡って、飲酒運転の根絶をめざすには、小中学校においての幼

少期から発達段階に応じた「飲酒とアルコール問題」に関する交通安全

教育を実施し、飲酒が身体に及ぼす影響や飲酒運転の悪質性や危険性に

ついて理解を深め、規範意識を醸成する必要があります。 

 

（３）飲酒運転の再発防止のための措置 

  ア 飲酒運転の再発防止に関する普及啓発活動 

        「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」では、専門の相談員が、飲酒

運転違反者や家族からの相談に対して積極的な情報提供や助言指導を行

い、アルコール依存症に関する受診を促しました。 

  イ 飲酒運転の再発防止のための運転者教育の推進 

      警察本部では、運転免許取消処分者講習、運転免許停止処分者講習で

飲酒運転の再発防止のための運転者教育を推進しました。 

  また、講習実施機関の講習指導員に対し研修を行い、講習時の飲酒運

転防止教育の徹底を図りました。 

［課題］ 

    飲酒運転違反者の一部には、再犯者がいることから、その防止に向け

ては、違反者本人が「二度としない」という意志を持つことと、家族や

周囲の者による支援の重要性をさらに浸透させていく必要があります。 
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（４）飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依存症およびその疑いのある者

への対策 

ア 飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する受診義務 

  県では、公安委員会から情報提供を受けた飲酒運転違反者に対して、

指定医療機関（35 機関）を案内した書面等添付して、毎月受診義務通知

を発出するとともに、「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」において、

飲酒運転違反者やその家族等からの相談に対して助言指導を行い、受診

促進に努めました。 

そして、受診義務通知から、報告期限の 60 日を経過しても受診報告が

ない場合に行う勧告に加え、さらなる受診率の向上を図るため、勧告から

40 日を経過しても受診報告がない場合に、再勧告を行いました。 

令和６年度においては、受診義務通知（316 件）に対する受診報告数は

119 件、勧告（198 件）に対する受診報告数は 34 件でした。そして、再勧

告（160 件）をすることにより、受診報告数がさらに 26 件増えました。   

この結果、合計受診率は「56.6％」となりました。 

 

○ 受診義務（勧告・再勧告）通知に対する受診報告件数の状況 
            

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令 和 元 年 度 

平成 27 年 

7 月 15 日時点 

平成 28 年 

7 月 15 日時点 

平成 29 年 

7 月 15 日時点 

平成 30 年 

7 月 15 日時点 

令和元年 

7 月 15 日時点 

令和２年 

7 月 15 日時点 

通知書送付数 

(前年同対比) 
542 件 

744 件 
(＋202 件) 

473 件 
(－271 件) 

436 件 
(－37件) 

417 件 
(－19件) 

395 件 
(－22件) 

受 診 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

203 件 
（37.5％） 

269 件 
（36.2％） 

150 件 
（31.7％） 

150 件 
（34.4％） 

161 件 
（38.6％） 

136 件 
（34.4％） 

勧告書送付数 

（ 構 成 率 ） 

254 件 
（46.9％） 

362 件 
（48.7％） 

230 件 
（48.6％） 

282 件 
（64.7％） 

250 件 
（60.0％） 

251 件 
（63.5％） 

受 診 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

42件 
（16.5％） 

56件 
（15.5％） 

29件 
（12.6％） 

33件 
（11.7％） 

34件 
（13.6％） 

51件 
（20.3％） 

合 計 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

245 件 
（45.2％） 

325 件 
（43.7％） 

179 件 
（37.8％） 

183 件 
（42.0％） 

195 件 
（46.8％） 

187 件 
（47.3％） 

 
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度 

令和３年 

7 月 15 日時点 

令和４年 

7 月 15 日時点 

令和５年 

7 月 15 日時点 

令和６年 

7 月 15 日時点 

令和７年 

7 月 15 日時点 

通知書送付数 

(前年同対比) 

381 件 
(－14件) 

276 件 
(－105 件) 

327 件 
(＋51件) 

302 件 
(－25件) 

316 件 
(＋14件) 

受 診 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

151 件 
(39.6％) 

104 件 
（37.7％) 

136 件 
（41.6％) 

119 件 
（39.4％) 

119 件 
（37.7％） 

勧告書送付数 

（ 構 成 率 ） 

224 件 
(58.8％) 

172 件 
(62.3％) 

193 件 
(59.0％) 

192 件 
(63.6%) 

198 件 
（62.7％） 

受 診 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

44件 
(19.6％) 

30件 
(17.4％) 

32件 
(16.6％) 

29件 
(15.1％) 

34件 
（17.2％） 

再勧告書送付数 

（ 構 成 率 ） 
 

138 件 
(50.0％) 

160 件 
(48.9％) 

158 件 
(52.3％) 

160 件 
（50.6％） 

受 診 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 
 

 19 件 
（13.8％） 

 25 件 
（15.6％） 

 29 件 
（18.4％） 

 26 件 
（16.3％） 

合 計 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

195 件 
(51.2％) 

153 件 
(55.4％) 

193 件 
(59.0％) 

177 件 
(58.6％) 

179 件 
（56.6％） 
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○ 飲酒運転防止相談窓口（平成 26 年４月１日設置）における相談件数の状況 

イ アルコール依存症の早期発見、早期受診のための取組 

（ア）県では、アルコール依存症の早期発見のため、専門的な検査を受け

られる医療機関を35機関指定しています。 

   また、アルコール関連問題啓発フォーラムの開催等によりアルコー

ル関連問題について啓発を行いました。    

（イ）警察本部では、運転免許取得・更新時に受理する質問票に基づき、 

個別聴取を行い、アルコール依存症の把握に努め、申告がある申請者

に対して早期治療を促しました。 

また、飲酒運転により運転免許停止処分を受けた者に対して、運転

免許証返還時に医療機関の受診を促しました。 

そのほか、取消処分者講習受講者175人、停止処分者講習（飲酒学級）

受講者49人を対象に、アルコール・スクリーニングテストを実施し、問

題飲酒行動のあるものに対して、医療機関の受診を促しました。 

（ウ）（公社）三重断酒新生会では、各地域において県、医療機関と連携し

ながら、アルコール依存症の正しい知識の普及および飲酒運転防止に

関する教育を行いました。 

さらに、県内各地に酒害相談員を配置し、電話相談窓口で、「アル 

コール依存症および飲酒運転」に関する相談に対応しました。 

 令和６年度中に15回の酒害相談に対応した結果、アルコール依存症

からの回復をめざして、９人が三重断酒新生会に入会しました。 

［課題］ 

県が令和元年に実施した「指定医療機関で受診した飲酒運転違反者   

の状況調査」の結果から、アルコール依存症の飲酒運転違反者が７％、

アルコール依存症の疑いまたはアルコール乱用の飲酒運転違反者が60％

と、受診した飲酒運転違反者の67％にアルコール依存症またはその疑い

があることが分かっていることから、早期受診を促し、治療につなげる

ことでアルコール依存症等からの回復を図ることが飲酒運転の再発防止

に効果が高いと考えられます。 

 
4 月

月

月 

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

月 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

H26 年度 4 3 6 10 5 8 4 7 13 9 23 19 111 

H27年度 17 19 16 15 18 12 14 13 16 13 15 12 180 

H28年度 9 10 15 8 9 12 9 13 7 11 11 12 126 

H29年度 12 2 10 8 10 6 8 4 8 9 8 6 91 

H30年度 15 11 7 6 10 11 10 6 8 6 5 8 103 

Ｒ元年度 6 6 11 11 4 8 7 3 5 10 12 10 93 

Ｒ２年度 5 4 3 7 15 10 14 10 11 8 10 4 101 

Ｒ３年度 10 6 5 12 2 4 5 3 5 5 5 10 72 

Ｒ４年度 3 12 8 4 15 7 7 8 13 8 5 8 98 

Ｒ５年度 11 12 6 10 9 2 8 9 7 11 8 9 102 

Ｒ６年度 2 10 8 7 2 6 9 7 9 7 4 3 74 
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  そのため、受診通知の発出とともに飲酒運転違反者やその家族等から

の相談への対応により、早期受診、早期治療につなげていく必要があり

ます。 

そして、受診率のさらなる向上に向け、受診義務通知・勧告に加えて、

引き続き、再勧告を実施するとともに、条例の趣旨やアルコール依存症

に関する正しい知識の普及、指定医療機関の追加等、受診しやすい環境

整備を推進する必要があります。 

 

第５ 今後の取組方向（令和７年度以降の取組方向） 

 

「規範意識の定着」と「飲酒運転の再発防止」の観点から、次のように取り

組んでいきます。 

 

１ 飲酒運転防止のための取組 

令和６年の飲酒運転違反の実態をふまえ、「規範意識の定着」のさらなる

徹底のため、四季の交通安全運動における啓発やハンドルキーパー推進の取

組に加えて、新たに、コンビニエンスストア等におけるデジタルサイネージ

を利用した広報、ＷＥＢ広告等、新たな媒体を活用したより効果的な広報啓

発を行うとともに、引き続きラジオスポット放送やテレビ、ＳＮＳ等による

広報、花火大会など大型イベント会場の放送による飲酒運転防止の呼びかけ

や大型レジャー施設での来場者への啓発など、広報啓発活動を積極的に推進

していきます。 

啓発や周知にあたっては、推進機関が一体となって「飲酒運転〇
ゼロ

をめざす

運動」のスローガンである「STOP!飲酒運転 in みえ」を展開し、飲酒運転防

止意識のさらなる浸透と高揚を図ります。 

また、警察本部においては、飲酒運転による交通事故の分析に基づき、飲

酒運転が常態的に見られる時間帯や場所等に重点を置いた効果的な飲酒運転

の取締り強化に努めるとともに、飲酒運転を検挙した際には、運転者だけで

なく、飲酒運転を助長する周辺者に対する取締りも推進していきます。 

そのほか、令和６年 11 月１日に施行された自転車の酒気帯び運転に対す

る罰則の周知、取締りの強化を図ります。 

 

２ 教育機関等による教育 

将来にわたって飲酒運転の根絶をめざすためには、小学校から高等学校、

また、飲酒を始める時期でもある大学において、飲酒が身体に及ぼす影響や

飲酒運転の悪質性、危険性について正しい知識の習得が行われるよう、継続

して働きかけを行っていきます。 
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３ 飲酒運転の再発防止のための措置 

「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」への飲酒運転違反者や家族等から

の相談に対して、アルコール依存症に関する受診義務の履行を促すほか、飲

酒運転防止意識の醸成・定着に向けた助言指導に取り組みます。 

また、講習実施機関に対する指導・監督および講習指導員に対する指導を

随時行い、指導力の向上を図ります。 

 

４ 飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依存症およびその疑いのある者へ

の対策 

飲酒運転につながるおそれがあるアルコール依存症の早期発見のため、  

広く県民に対してアルコール依存症に関する正しい知識の普及を図るととも

に、家族や事業所などの周囲の者が適切に対応できるよう対応方法や相談窓

口の周知に努めていきます。 

「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」において、飲酒運転違反者および

家族等に対する助言指導により受診義務の履行を促すほか、保健所等におい

て、アルコール依存症に関する相談を受けた場合には、アルコール専門医療

機関と連携して支援を行い、アルコール依存症の早期治療へつなげていくと

ともに、受診勧告後 40日を経過しても報告がない飲酒運転違反者への再勧告

を引き続き行い、受診率のさらなる向上に努めます。 

また、受診しやすい環境を整えるため、指定医療機関の拡大を図るととも

に医療機関、自助グループ等の関係機関・団体と連携し、アルコール健康障

害やアルコール関連問題の知識の普及・啓発と理解の促進に努めていきます。 

そのほか、アルコール健康障害対策基本法（平成 26 年６月施行）に基づく

「三重県アルコール健康障害対策推進計画（第２期）（令和４年３月施行）」

により、アルコール関連問題の解決・予防に向けて警察本部、市町、医療機

関、自助グループ等との連携を図り、総合的かつ計画的な取組を進めていき

ます。 
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（基本計画の体系に基づき記載  大項目５－中項目15－小項目49） 

 

 

大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ 

飲酒運転 

防止のた 

めの取組 

 

１ 

飲 酒 運 転 

防 止 意 識 

の普及徹底 

(1) 

交 通 安 全 

教 育 や ア 

ル コ ー ル 

依 存 症 と 

飲 酒 運 転 

に 関 す る 

知識の普及 

 

推進機関は、

飲酒運転の根

絶に向けてさ

まざまな機会

を通して、交

通安全教育や

アルコール依

存症と飲酒運

転に関する知

識の普及徹底

に努めます。 

 

○ 「三重県交通安全県民運動実施要綱」に「飲酒運転等の根絶」

を重点目標として定めたほか、酒類販売管理研修やさまざまな機

会を通して、条例の周知に係る講話等を実施しました。 

【環境生活部】 

  

○ 令和６年度中、更新時講習受講者211,262人および高齢者講習

受講者74,647人に対して、飲酒運転に関する交通安全教育を行

い、知識の普及徹底に努めました。 

【警察本部】 

 

○ 事業用トラック事故にかかる目標として、「事業用自動車安全

プラン2025」を設定し、飲酒運転０、死者数・重傷者数年間970

人以下（全国）を目標と設定しており、運送事業者への周知とし

て啓発に取り組みました。 

具体的、効果的な飲酒運転防止対策として、協会本部では9月

（R6.9.3参加者17名）および令和7年3月（R7.3.3参加者16名）に

事故防止セミナーを開催し、経営者・管理者に飲酒運転の危険防

止についての教育を徹底しました。 

協会支部ではドライバーを対象とした安全運転講習会を計8回

実施しました。 

 

○ 初任運転者特別指導講習会を年3回（R6.6 R6.10 R7.2 延べ

64名）開催、ｅラーニングでも実施(248名)し、「飲酒運転防止等

の法令遵守の徹底に係わる通達について」を説明しました。                            

 

○ 三重県トラック協会内の高速安協で年4回街頭活動を実施し、

一般客に飲酒運転撲滅チラシを配布しました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１ 

第６ 「第３次三重県飲酒運転〇
ゼロ

をめざす基本計画」に基づく令和６年度の具体

的な取組状況 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

めの取組 

１ 

飲 酒 運 転 

防 止 意 識 

の普及徹底 

(2) 

飲 酒 運 転 

根 絶 キ ャ 

ン ペ ー ン 

の 推 進  

 

県は、各種交

通安全運動等

の機会を捉え

て 、 関 係 機

関・団体と連

携し、飲酒運

転根絶のため

のキャンペー

ンを推進しま

す。 

 

○ 関係機関・団体と連携し、四季の交通安全運動の機会を通し

て、ラジオ等のメディアを活用した飲酒運転根絶に向けた啓発活

動を展開しました。 

 

○ 春の全国交通安全運動で出発式を開催し、関係機関や団体とと

もに飲酒運転根絶に関する気運を高めました。 

【環境生活部】 

 

○ 交通安全協会、地域交通安全活動推進委員などの関係機関・団

体と連携して、商業施設などにおいて、飲酒運転により失うもの

の大きさを訴えるなどの広報啓発活動を推進しました。 

【警察本部】 

 

○ 各季の交通安全運動期間を中心に、スーパーなど集客施設にお

いて来店者に対し、チラシ等啓発物品の配布を行い、飲酒運転の

危険性を訴え、飲酒運転の根絶を呼び掛けました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ トラックの日（10月9日）の関連行事について各支部でも飲酒

運転根絶キャンペーンを実施し、他には四季の「交通安全県民運

動」期に会員へ啓発チラシを各運動期毎約1,000社へ配布しまし

た。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

めの取組 

 

１ 

飲 酒 運 転 

防 止 意 識 

の普及徹底 

(3) 

飲 酒 運 転 

の危険性、 

飲 酒 運 転 

事 故 実 態 

の 周 知  

 

県 は 、 テ レ

ビ、ラジオ、

新聞等のマス

メディアを活

用して、飲酒

運転の危険性

や飲酒運転に

よる交通事故

の実態等の周

知 を 図 り ま

す。 

 

○ ラジオやテレビ、SNS等を活用し 、飲酒運転の危険性、飲酒運

転事故実態の周知に努めました。 

【環境生活部】 

 

○ バス、タクシー、トラック運送事業者の特定の行政処分および

特定の事故を引き起こした事業者の運行管理者を対象とした講習

会を独立行政法人自動車事故対策機構が令和6年度に1回開催して

おり、講習会において、三重運輸支局職員が中部管区内における

飲酒運転事故の推移や事故事例、対策について講義を行い周知を

図りました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

め の 取 組 

１ 

飲 酒 運 転 

防 止 意 識 

の普及徹底 

(4) 

交 通 指 導 

取 締 り 、 

広報啓発、 

飲 食 店 に 

対 す る 指 

導 お よ び 

交 通 安 全 

教育の推進 

 

警察は、飲酒

運転による交

通事故実態等

分析に基づい

た指導取締り

や周辺者の責

任追及を徹底

します。 

また、運転免

許更新時講習

等を通じた交

通安全教育を

推進するとと

もに、県、市

町 、 関 係 機

関・民間団体

等と連携した

広報啓発活動

を 推 進 し ま

す。 

 

 

○ 飲酒運転の検挙状況および交通事故の発生状況の分析に基づい

た指導取締りを推進しました。 

（令和６年中 飲酒運転検挙数429件 前年比＋126件） 

 

○ 飲酒運転の周辺者に対して的確な捜査を行い、飲酒運転を助長

する者への捜査を推進しました。 

（令和６年中 同乗罪８件、車両提供罪１件、酒類提供罪２件） 

 

○ 四季の交通安全運動において街頭活動等を通じて飲酒運転の危

険性について広報啓発を実施しました。 

【警察本部】 

 

○ 各地区交通安全協会主催の各種交通安全教室において、飲酒運

転根絶をテーマにしたＤＶＤの上映や飲酒ゴーグルによる飲酒状

態の模擬体験などを通じて、飲酒運転の危険性を訴え、飲酒運転

根絶に向けた実践的な交通安全教育を推進しました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

Ⅰ－１ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

めの取組 

１ 

飲 酒 運 転 

防 止 意 識 

の普及徹底 

(5) 

情報提供、 

ハ ン ド ル 

キ ー パ ー 

運 動 や ア 

ル コ ー ル 

依 存 症 の 

知 識 の 普 

及、相談窓 

口 の 周 知  

 

推進機関は、

事業者におけ

る社員教育、

老人会等の地

域における啓

発・教育につ

いて働きかけ

を行うととも

に、必要な情

報提供等を行

い、取組を支

援します。 

また、酒類提

供事業者に対

する啓発やハ

ン ド ル キ ー

パー運動およ

び、アルコー

ル依存症に関

する知識の普

及、相談窓口

の周知に取り

組みます。 

 

 

○ 三重県小売酒販組合連合会の酒類販売管理研修に参加し、受講

者の酒類販売管理者に対して条例の周知と飲酒運転の危険性を訴

える講習を実施しました。 

また、啓発活動や講習の機会を通じ、相談窓口の周知に努めま

した。 

※酒類販売管理研修受講者数 1,137名 

【環境生活部】 

 

○ 三重県警察ウェブサイトにおいて「三重の交通事故」、「交通安

全のために」および「三重の交通統計」を公表し、飲酒運転事故

発生状況の周知に努めました。 

【警察本部】 

 

○ ケーブルテレビ、ＦＭラジオ等マスメディアを活用した広報啓

発活動をはじめ、各地区交通安全協会が発行する機関誌、ＨＰへ

の掲載を行い、ハンドルキーパー運動を推進しました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ 機関誌（みえ自家用自動車新聞、毎月約6,000部発行）等を活

用した会員（自家用自動車ユーザー）等への情報提供を実施しま

した。 

【（一社）三重県自家用自動車協会】 

 

○ 毎月１日発行の機関紙「みえＡＮＫＡＮ」（発行部数毎月7,200

部）にて、飲酒運転をはじめとする交通事故防止に関する情報を

発信しました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

 

○ 年末の交通安全運動期間を中心にハンドルキーパー運動を周知

しました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

○ 令和６年度開催（11回）をしたすべての酒類販売管理研修時に

おいて、「三重県飲酒運転ゼロをめざす条例」に伴うお願い冊子

等を、本年度受講者153名に配布して飲酒運転事故の現状および

飲酒撲滅に向けた取組を周知し、酒類販売業者に知識の普及と相

談窓口の周知を図りました。 

 

○ 中央会開催の酒類販売管理研修のコア講師講習および県連合会

等開催の酒類販売管理研修の講師講習において、講師を通じて飲

酒運転等の情報提供、ハンドルキーパー運動やアルコール依存症

の知識の普及、相談窓口など酒類販売者（酒類販売管理研修受講

者）へ周知を図りました。 

【三重県小売酒販組合連合会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲酒運転 

防止のた

めの取組 

１ 

飲 酒 運 転 

防 止 意 識 

の普及徹底 

(6) 

公 共 交 通 

機 関 の 利 

用 促 進 

ア 

公 共 交 通 

機関、自動 

車 運 転 代 

行 業 の 利 

用 促 進 、 

ハ ン ド ル 

キ ー パ ー 

運動の普及  

 

推進機関は、

「飲んだら乗

るな、乗るな

ら飲むな」の

気運を高め、

公共交通機関

や自動車運転

代行業の利用

促進、ハンド

ルキーパー運

動の普及を行

い、飲酒運転

根絶のための

社会環境づく

り に 努 め ま

す。 

 

 

○ 飲酒運転防止のため公共交通機関、自動車運転代行業の利用促

進、ハンドルキーパー運動の普及に努めました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ 飲酒運転防止のため公共交通機関、自動車運転代行業の利用促

進、ハンドルキーパー運動の普及のため、年間通して実施する各

組合への周知と巡回訪問等において、店舗等にチラシの配布を行

いました。 

【（公財）三重県生活衛生営業指導センター】 

                                                                                                     

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

めの取組 

１ 

飲 酒 運 転 

防 止 意 識 

の普及徹底 

(6) 

公 共 交 通 

機 関 の 利 

用 促 進 

イ 

自 動 車 運 

転 代 行 業 

の指導育成 

 

 

県 、 警 察 で

は、自動車運

転代行業の指

導 育 成 を 図

り、利用促進

に努めます。 

 

○ 自動車運転代行業者に対する立入検査を実施しました。 

（令和６年中 立入検査実施回数77回） 

【警察本部】 

  

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

め の 取 組 

１ 

飲 酒 運 転 

防 止 意 識 

の普及徹底 

(7) 

事 業 所 等 

に お け る 

社 内 教 育 

の 推 進 ○ 

 

推進機関は、

事業所等にお

ける社内教育

が推進される

よう、事業所

の自主的な社

内教育を支援

します。 

 

○ 事業所等における交通安全講習において、飲酒運転の危険性等

を呼び掛けました。 

【警察本部】 

 

○ 安全運転管理者等講習を県内10会場において、52回実施し、

8,778人（正7,418人、副1,360人）に対し、飲酒運転の危険性・

罪悪性を周知し、職域から家庭、地域への飲酒運転根絶意識の波

及を図りました。  

 

○ 10月23日鈴鹿サーキット交通教育センターにおいて、安全運転

管理者等18人対象の交通安全教育「指導者トレーニング」を開催

し、飲酒運転の根絶を周知しました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

 

 

○ 協会本部で健康起因に特化した事故防止セミナー（R6.9.3参加

者17名）を実施し、社内教育に役立てるよう指導徹底しました。 

【（一社）三重県トラック協会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

めの取組 

２ 

広 報 啓 発 

活動の推進 

(1) 

飲 酒 運 転 

根絶に係る 

広報・啓発 

 

 

県 民 、 事 業

者、行政等が

連携して、被

害者の声や違

反者の手記な

どを取り入れ

た啓発や飲酒

運転による交

通事故等の実

態を踏まえた

広報を実施し

て、スローガ

ン 「 STOP! 飲

酒 運 転 in み

え」の積極的

な展開を図り

ます。 

 

○ 酒類販売管理研修において飲酒運転事故加害者の手記を取り入

れた講話を実施し、飲酒運転根絶意識の機運を高めました。 

【環境生活部】 

【三重県小売酒販組合連合会】 

 

○ スローガンを掲載した四季の交通安全運動実施要綱や、酒類販

売・提供店へのステッカーやチラシの配布による広報啓発を行い

ました。 

【環境生活部】 

 

○ 飲酒運転〇（ゼロ）をめざす推進運動の日等に「STOP!飲酒運

転inみえ」の広報チラシを配布し、広報啓発活動を実施しまし

た。 

【警察本部】 

 

○ トラック協会支部と連携し、四日市市内および鈴鹿市内の道路

において交通安全街頭活動等でミルミルウェーブ等の啓発ＰＲを

実施しました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

めの取組 

２ 

広 報 啓 発 

活動の推進 

(2) 

飲 酒 運 転 

〇
ゼロ

を め ざ 

す 推 進 運 

動 の 日 

 

 

毎年12月１日

を「飲酒運転

〇
ゼロ

をめざす推

進運動の日」

とし、関係団

体が連携した

啓発活動等の

キャンペーン

等を実施する

ことにより、

県民の飲酒運

転根絶向けた

気運の醸成を

図ります。 

 

○ 「三重県飲酒運転〇（ゼロ）をめざす推進運動の日」である12

月１日、三重県総合博物館において開催された「みえ交通安全・

環境フェスタ」において、関係団体が、飲酒体験用ゴーグルを用

いた飲酒状態の疑似体験等や広報啓発活動を行い、飲酒運転の危

険性や、飲酒運転の根絶を呼び掛けました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

【環境生活部】 

【警察本部】 

【（一財）三重県交通安全協会】 

【（一社）三重県自家用自動車協会】 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

【（一社）三重県タクシー協会】 

【（一社）三重県トラック協会】 

【（公社）三重県バス協会】 

 

○ 飲酒運転〇（ゼロ）をめざす推進運動の日等に、交通安全協会

や地域交通安全活動推進委員等の交通ボランティアとともに飲酒

運転を防止する広報啓発活動を実施し、県民の飲酒運転根絶の気

運を高めました。 

【警察本部】 

 

○ 各地区交通安全協会で「飲酒運転〇（ゼロ）をめざす推進運動

の日」である12月１日に、スーパーなど集客施設において来店者

に対し、チラシ等啓発物品の配布を行い、飲酒運転の危険性を訴

え、飲酒運転の根絶を呼びかけました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲酒運転 

防止のた 

めの取組 

２ 

広 報 啓 発 

活動の推進 

(3) 

広 報 媒 体

を 活 用 し

た 広 報 啓

発 活 動 ○ 

 

推進機関は、

県民一人ひと

りに対して飲

酒運転〇
ゼロ

をめ

ざす推進運動

の周知を図る

た め 、 テ レ

ビ、ラジオ、

新 聞 、 イ ン

ターネット等

の広報媒体を

活 用 す る ほ

か、広報誌、

ポスター・チ

ラシ、ホーム

ページ、ＳＮ

Ｓ等による広

報啓発を実施

します。 

また、四季の

交通安全運動

における取組

や、家庭、学

校、地域や職

場等が一体と

なったキャン

ペーンの実施

など、効果的

な広報啓発を

実施します。 

 

○ ラジオ、ＳＮＳ等を活用し、幅広い世代に対する広報啓発を実

施し、条例の周知を図りました。 

また、飲酒運転をテーマに啓発動画ＣＭを実写ドラマ仕立てで

制作し、テレビのＷＥＢ配信サービス等で放映しました。 

【環境生活部】 

 

○ 県内プロスポーツチーム等による交通安全ＳＮＳリレーをはじ

め、県警の公式YouTubeやＸを活用して、飲酒運転の危険性を広

報しました。 

【警察本部】 

 

○ 「みえ交通安全・環境フェスタ」において、関係機関と協力

し、飲酒運転防止啓発活動を実施しました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

 

○ 各種イベントやフェアを通じ、飲酒運転根絶に向けた広報啓発

活動を推進しました。 

 

○ 各季の交通安全運動期間中および、毎週ＦＭ三重へのトラ

フィック広告を実施し、大型店舗等の放送設備を活用したアナウ

ンス、各紙新聞広告を掲載するなど、各種広報媒体を利用した活

動に努めました。 

 

○ 協会機関誌「交通安全みえ」（年５回発行）に飲酒運転根絶に

関する記事を掲載して広報啓発を実施したほか、定期的なメール

配信を行い意識の高揚を図りました。 

 

○  ハンドルキーパー運動推進用チラシ等を調達し、その

配付を通じて飲酒運転根絶の広報啓発活動を展開しました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○  機関紙（みえ自家用自動車新聞）等を活用し、会員

（自家用自動車ユーザー）等への情報提供を実施しました。 

【（一社）三重県自家用自動車協会】 

 

○ トラック協会のＨＰ等で交通安全運動等の広報を実施しまし

た。 

                                           

○ 三重県交通安全・環境フェスタ（R6.12.1ブース出店）におい

て、来場者にトラック運送事業の運行前点検実施の際の、アル

コール検知器の体験と、管理記録システムのＰＲを実施しまし

た。                  

 

○ 飲酒運転撲滅のため、ＦＭ三重飲酒運転撲滅キャンペーンに協

賛し、飲酒運転根絶の取り組み（R7.1～2）を行いました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

  

○ 三重県生活衛生同業組合連合会理事会等において、飲酒運転根

絶について各組合に対して周知するよう協力を求めました。                   

  

○ 巡回訪問等を通じて、店舗等へのチラシの配布を行いました。 

【（公財）三重県生活衛生営業指導センター】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

めの取組 

３ 

事業者に 

よる取組 

(1) 

すべての 

事業者に 

おける取組 

ア 

業務上の 

飲酒運転 

防 止 

 

業務上車両を

運転する者に

ア ル コ ー ル

チェッカーや

面接による点

呼を実施する

など、従業員

等が業務上で

飲酒運転を行

うことを防止

するための取

組 に 努 め ま

す。 

 

○ 業務中に自動車を運転する際には、運転する職員に対し、アル

コール検知器を使用して、飲酒運転の防止を図りました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

 

○ 就業時にアルコールチェッカーによる飲酒検知を行うとともに、

アルコール検知器が適正に作動しているか常に確認し、誤作動等な

いように適正に管理するよう指導しました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ トラック運送事業における点呼について、アルコール検知器使用

を周知徹底し、飲酒運転が発生しないよう取り組みました。 

他にも携帯型アルコール検知器導入（141台）に対する助成を行

いました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

○ 点呼時において、運行管理者立ち会いの下、アルコール検知器に

よるチェックを動画撮影するなど法令に沿った方法による実施を徹

底しました。 

【（公社）三重県バス協会】 

 

 

 

 

 

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

めの取組 

３ 

事業者に 

よる取組 

(1) 

すべての 

事業者に 

おける取組 

イ 

従業員へ 

の啓発○ 

 

飲酒運転根絶

ポスター等の

掲 示 、 ミ ー

ティング時の

講話、社内報

への掲載等に

よる従業員へ

の啓発の実施

に努めます。 

 

○ トラック運送事業者における乗務員の指導教育の徹底を図りまし

た。 

また、トラック協会から各運送事業者に向けての発送物の内容に

「飲酒運転根絶」の要請文等を入れて、運転者指導教育を徹底する

よう要請しました。 

 

○ 安全宣言200days事業所を募集し、158社3,662名が参加し、飲酒

運転防止や無事故無違反に取り組みました。 

【（一社）三重県トラック協会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

めの取組 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

事業者に 

よる取組 

 

 

 

 

 

(1) 

すべての 

事業者に 

おける取組 

ウ 

ハンドル 

キーパー 

運動推進 

店への参加 

 

ハンドルキー

パー運動推進

店への参加に

よる従員への

飲酒運転防止

意識の高揚に

努めます。 

 

○ ハンドルキーパー運動推進店の指定を行いました。 

推進店指定数 1,137 店（事業所） 

【環境生活部】 

 

○ 四季の交通安全運動期間中に、ハンドルキーパー運動推進店・事

業所を指定し、飲酒運転根絶の機運を高めました。 

（指定（総数）：推奨店1,205店、モデル事業所1,061事業所） 

【警察本部】 

 

○ ハンドルキーパー運動の周知拡大を図るため、各季の交通安全運

動期間中をはじめ、年間を通じて飲食店および事業所に協力を求

め、それぞれをハンドルキーパー運動推進モデル店およびモデル事

業所に指定するなど飲酒運転根絶意識の高揚を図りました。 

（令和６年度89店・事業所） 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ 広報誌を活用し、飲酒運転防止とハンドルキーパー運動の啓発を

行いました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

 

 

 

 

Ⅰ  

飲酒運転

防止のた

め の 取 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

事業者に 

よる取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

すべての 

事業者に 

おける取組 

エ 

飲酒運転 

根絶キャ 

ンペーン 

等への協力 

 

 

推進機関等が

実施する飲酒

運転根絶キャ

ンペーン等へ

の協力および

従業員等の参

加を促すとと

もに、会報誌

等への掲載に

よる条例の周

知 に 努 め ま

す。 

 

 

 

 

○ 事業所等における交通安全講習において、飲酒運転の危険性等を

呼び掛けました。 

【警察本部】 

 

○ バス、タクシー、トラック運送事業者への立入検査実施時には、

アルコール検知器の設置状況、点呼の執行が適切に行われているか

等の確認を行い、飲酒運転防止の徹底を指導しました。 

また、立入時には飲酒運転防止に関するチラシの配付を行い、事

業者への飲酒運転撲滅の意識付けを行い、また、機会を捉え、運送

事業関係団体を通じ、事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防

止等法令遵守の徹底について、周知徹底を行いました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ 

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に 

よ る 取 組 

(2) 

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 安 全 

運 転 管 理 

の 推 進 ○ 

ア 

飲 酒 運 転 

防 止 意 識 

の 向 上 ○ 

 

安全運転管理

者等の選任事

業所の使用者

および管理者

等は、飲酒運

転に関する知

識等の浸透を

図り、飲酒運

転防止意識の

向上に努めま

す。 

 

○ 安全運転管理者による運転前後におけるアルコール検知器を

使用したアルコールチェックの義務化に関し、遠隔での酒気帯

び確認等について企業へ周知するなど、適正な安全運転管理業

務の推進を行いました。 

【警察本部】 

 

○ ４半期毎に関係団体が開催する事故防止委員会へ参加し、事

業者の安全運転意識の徹底および事故防止の安全啓発、安全第

一の推進、飲酒運転、過労運転の撲滅等について支局職員が講

義を行い安全運転管理の推進に努めました。 

また、事業者の経営者、運行管理者およびドライバーに対し

て安全意識向上の徹底等事業者の社員教育の啓蒙を関係団体と

ともに行いました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

 

○ 安全運転管理者等講習を県内10会場において、52回実施し、

8,778人（正7,418人、副1,360人）に対し、飲酒運転の危険

性・罪悪性を周知し、職域から家庭、地域への飲酒運転根絶意

識の波及を図りました。 

  

○ 毎月１日発行の機関紙「みえＡＮＫＡＮ」（発行部数毎月

7,200部）にて、飲酒運転をはじめとする交通事故防止に関す

る情報を発信しました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

 

○ 四季の交通安全運動期間に、始業・終業点呼時に事故防止

(飲酒運転防止を含む)について周知しました。 

 

○ 新規タクシー運転者186人に対し事故防止および飲酒運転防

止の徹底について指導しました。 

【（一社）三重県タクシー協会】 

 

○ トラック運送事業者における乗務員に指導教育の徹底を図り

ました。 

                          

○ 健康起因に特化した事故防止セミナー（R6.9.3参加者17名）

を行い、運行管理者を中心に指導徹底しました。 

 

○ 運行管理者講習受講について、受講促進に取り組み、講習内

容で飲酒運転防止の意識浸透を図りました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

○ ４半期毎に事故防止委員会を開催し、事業者の安全運転意識

の徹底および事故防止の安全啓発、安全第一の推進、飲酒運

転、過労運転の撲滅等講師を交えて安全運転管理の推進に取り

組みました。 

また、事業者の経営者、運行管理者およびドライバーに対し

て安全意識向上の徹底等事業者の社員教育の啓蒙に努めまし

た。 

【（公社）三重県バス協会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に 

よ る 取 組 

(2) 

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 安 全 

運 転 管 理 

の 推 進 ○ 

イ 

飲 酒 運 転 

の再発防止 

 

従業員等から

の申告等によ

り飲酒運転に

よる事故の発

生を認知した

事業所は、運

転管理、運行

管理の指導を

徹底し、再発

防止に努めま

す。 

 

○ 三重県バス協会事故防止委員会において、県、県警、運輸局

の講師により、飲酒運転根絶に向けた安全運転管理について講

義し、飲酒運転防止をはじめとした安全意識を浸透させるため

の教育を実施しました。 

【環境生活部】 

【警察本部】 

【中部運輸局三重運輸支局】 

 

○ 飲酒運転を引き起こした運送事業者に対して監査を速やかに

実施し、確認された法令違反に対して厳格な行政処分を行いま

した。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

 

○ 安全運転管理者等講習を県内10会場において、52回実施し、

8,778人（正7,418人、副1,360人）に対し、飲酒運転の危険

性・罪悪性を周知し、職域から家庭、地域への飲酒運転根絶意

識の波及を図りました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

 

○ 四季の交通安全運動期間に、始業・終業点呼時にアルコール

チェッカーによる飲酒検知を行い、飲酒運転をしないことを徹

底しました。 

  また、検知器が正常に作動していることを確認することも指

導しました。 

【（一社）三重県タクシー協会】 

 

○ トラック運送事業者における乗務員の指導教育の徹底を図り

ました。 

また、トラック協会から各運送事業者に向けての発送物の内

容に「飲酒運転根絶」の要請文等を入れて、運転者指導教育を

徹底するよう要請しました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

  

○ 各事業者においては、乗務員（事業用ドライバー）はもとよ

り他の従業員に対しても、日常の飲酒運転および過労運転防止

をはじめとした安全運転意識への向上のための社員教育を実施

しました。 

 

○ 運行管理者は事故の再発防止や安全運転意識の徹底を図り、

事業用自動車の運行の安全確保に努めました。 

【（公社）三重県バス協会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に 

よ る 取 組 

(2) 

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 安 全 

運 転 管 理 

の 推 進 ○ 

ウ 

交 通 安 全 

機 材 の 展 

示 、 貸 出 

 

三重県安全運

転管理協議会

は、安全運転

管理者等講習

会において交

通安全機材等

を展示すると

ともに、その

貸し出しを行

い、飲酒運転

防止に向け交

通安全機材の

使用について

事業者の関心

を高めます。 

 

 

○ 安全運転管理者等に対し、飲酒体験ゴーグル等の各種安全教

材の貸出を推進しました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

 

○ 会員への貸し出しＤＶＤで、飲酒運転防止視聴教材を使用し

周知徹底を図りました。  

【（一社）三重県トラック協会】 

 

 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 取 組 

 

３ 

事 業 者 に 

よ る 取 組 

 

(2) 

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 安 全 

運 転 管 理 

の 推 進 

エ 

ア ル コ ー 

ル 検 知 器 

の 使 用 の 

徹 底 

 

自動車運送事

業者では、点

呼等における

アルコール検

知器の使用の

徹底を図りま

す。 

 

○ 四季の交通安全運動期間に、始業・終業点呼時にアルコール

チェッカーによる飲酒検知を行い、飲酒運転をしないことを徹

底しました。 

  また、検知器が正常に作動していることを確認することも指

導しました。 

【（一社）三重県タクシー協会】 

 

○ アルコール検知器の適正な管理、使用について周知し、日常

点検で活用する方法を周知しました。 

また、多くの事業者でハンディタイプの簡易型アルコール検

知器を使用していることから、機器の管理方法、正常に機能す

ることの確認、定期的な機器の買い換え更新の必要性を指導し

ました。 

 

○ 適正化事業、事業者巡回指導（年間546件）の際、正しい点

呼、アルコール検知器使用について事業所に出向き指導しまし

た。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

○ 点呼時のアルコール検知器によるチェックを動画撮影するな

ど法令に沿った方法による実施を徹底しました。  

【（公社）三重県バス協会】  

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に 

よ る 取 組 

(3) 

飲 食 店 営 

業 者 に お 

け る 取 組  

ア 

飲 酒 運 転 

根 絶 の ポ 

ス タ ー 等 

の 掲 示 等 

 

飲酒運転根絶

のポスター等

の掲示、車両

の運転者には

酒類を提供し

な い 旨 の 掲

出、メニュー

等への啓発文

等の掲載に努

めます。 

 

 

○ 店舗等での啓発用チラシの掲示を依頼しました。 

【(公財)三重県生活衛生営業指導センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－３ 



29 

 

大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 取 組  

３ 

事 業 者 に 

よ る 取 組 

(3) 

飲 食 店 営 

業 者 に お 

け る 取 組  

イ 

来 店 者 へ  

の 声 か け  

等 の 実 施   

 

来店者への積

極 的 な 声 か

け、運転代行

業者の案内、

ハンドルキー

パー運動の普

及 に 努 め ま

す。 

 

○ ハンドルキーパー運動の周知拡大を図るため、四季の交通安

全運動期間中をはじめ、年間を通じて飲食店および事業所に協

力を求め、それぞれをハンドルキーパー運動推進モデル店およ

びモデル事業所に指定するなど飲酒運転根絶意識の高揚を図り

ました。 

 （令和６年度89店・事業所） 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ 各生活衛生同業組合を通して、来店者への呼びかけをお願い

しました。 

【（公財）三重県生活衛生営業指導センター】 

  

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 取 組  

３ 

事 業 者 に 

よ る 取 組 

(3) 

飲 食 店 営 

業 者 に お 

け る 取 組 

ウ 

飲 酒 運 転 

根 絶 気 運 

醸 成 ○ ○ 

 

飲食店営業者

の組合等は、

組合員等に対

してハンドル

キーパー運動

への参加を促

すとともに、

会報誌への掲

載などを実施

し、条例の周

知に努め、飲

酒運転根絶の

気運の醸成に

努めます。 

 

 

○ 三重県生活衛生同業組合連合会の理事会・各種会合等におい

て飲酒運転根絶に向けた取組の周知を行いました。 

【（公財）三重県生活衛生営業指導センター】 

 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に 

よ る 取 組 

 

 

 

 

 

(4) 

酒 類 販 売 

業 者 に お 

け る 取 組 

ア 

飲 酒 運 転 

根 絶 の ポ 

ス タ ー 等 

の 掲 示 等 

 

 

酒類販売業者

を対象とする

研修時に県が

配布するポス

ター等を、販

売場内の来店

者によく見え

る場所へ掲示

し、飲酒運転

根絶に努めま

す。 

           

 

○ 交通安全キャンペーン等期間中に店舗等への啓発用ポスター

掲示の依頼や酒販会館玄関および研修会場（酒販会館会議室

内）に大型ポスターの掲示を行いました。 

 

○ 酒類販売関係者（酒類販売管理研修受講者153名）へのチラ

シを配布して啓発活動を行いました。 

【三重県小売酒販組合連合会】 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 取 組  

３ 

事 業 者 に 

よ る 取 組 

(4) 

酒 類 販 売 

業 者 に お 

け る 取 組 

イ 

来 店 者 へ 

の 声 か け 

等 の 実 施 

 

車両利用の種

類購入者が飲

酒運転をする

おそれがある

と認められる

ときは、来店

者に声かけを

するなど、飲

酒運転を防止

するための取

組 に 努 め ま

す。 

 

○ 酒類販売管理研修（11回）を通じて、飲酒運転防止のため、

酒類の購入者に対する声かけ等の重要性について、酒類販売関

係者（酒類販売管理研修受講者153名、他来訪組合員等）に周

知を図りました。 

【三重県小売酒販組合連合会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅰ 

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に 

よ る 取 組 

(4) 

酒 類 販 売 

業 者 に お 

け る 取 組   

ウ 

飲 酒 運 転 

根 絶 を 訴 

え る 街 頭 

啓 発 活 動 

の 実 施 ○ 

 

県民に対し飲

酒運転根絶を

訴える街頭啓

発等の実施に

努めます。 

 

○ 「飲酒運転撲滅（根絶）キャンペーン」の啓発活動を11月２

日にＪＲ津駅東口で実施し、500組のビラ・ティッシュを配布

しました。 

（参加者：会員・家族13名、県１名、計14名） 

【（公社）三重断酒新生会】 

 

○ 全国20歳未満飲酒防止月間（４月）の４月８日～19日の間に

野村證券津支店店頭ショーウインドウにて「20歳未満飲酒防

止・飲酒運転撲滅キャンペーン」の店頭広告（横断幕・大型ポ

スターを展示）を実施し、通行人等への街頭啓発活動を行いま

した。 

 

○ ４月９日に津駅前において、「20歳未満飲酒防止・飲酒運転

撲滅街頭キャンペーン」を実施し、組合関係者をはじめ国税、

県・県警関係者総勢54名が参加し、啓発チラシ2,300枚を通

勤、通学者に配布しました。 

 

○ 津駅前第１ビルに設置された大型液晶ディスプレイに「20歳

未満飲酒防止・飲酒運転撲滅街頭キャンペーン」の広報動画を

4月1日～14日の間放映を実施しました。 

【三重県小売酒販組合連合会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅱ  

教 育 機 関 

等 に よ る

教 育 

１ 

段 階 的 か 

つ 体 系 的 

な 飲 酒 運 

転 防 止 教 

育 の 推 進 

  

(1) 

小学校、中

学校、高等

学 校 そ の 

他 の 教 育 

機 関 に お 

け る 教 育 

ア 

学 校 教 育 

活 動 全 体 

を 通 し た 

指 導 ○ ○ 

 

学習指導要領

に基づき、教

科、道徳、特

別活動等の学

校教育活動全

体を通して、

発達段階に応

じた交通安全

教 育 を 実 施

し、児童生徒

に、飲酒の身

体への影響や

飲酒運転の悪

質性、危険性

等について理

解させるとと

もに、生命の

大切さや思い

やりの心、さ

らには、規範

意識の醸成に

努めます。 

 

○ 保健の学習等において、「飲酒運転の根絶」に関連する指導

を行ったと回答した学校の割合は、小学校、中学校、高等学校

（全日制）で100％でした。 

（令和６年度学校体育実態調査） 

 

○ 教職員への啓発  

〈小学校教員〉 

  各小学校の教員が集まる研修会で、「三重県飲酒運転〇（ゼ

ロ）をめざす条例」の内容や趣旨について説明し、学校におけ

る飲酒運転根絶に関する教育の必要性を伝えました。 

・元気アップ研修会 

 

〈中学校保健体育科教員〉 

  保健体育担当者が集まる研修会で、「三重県飲酒運転〇（ゼ

ロ）をめざす条例」の内容や趣旨について説明し、学校におけ

る飲酒運転根絶に関する教育の必要性を伝えました。 

・元気アップ研修会 

 

〈高等学校保健体育科教員〉 

  学校訪問や保健体育担当者が集まる研修会で、「三重県飲酒

運転〇（ゼロ）をめざす条例」の内容や趣旨について説明し、

学校における飲酒運転根絶に関する教育の必要性を伝えまし

た。 

・学校訪問 

・元気アップ研修会 

 

〈小学校体育担当教員・中学校保健体育科教員（各学校）、高

等学校体育科教員（一部の学校）〉 

  体育担当教員・保健体育科教員が集まる研修会で、「三重県

飲酒運転〇（ゼロ）をめざす条例」の内容や趣旨について説明

し、学校における飲酒運転根絶に関する教育の必要性を伝えま

した。 

・元気アップブロック別協議会 

 

○ 県立学校の地区別生徒指導連絡協議会において、自転車安全

利用五則（飲酒運転の禁止）について触れ、学校における飲酒

運転根絶に関する教育の必要性を伝えました。 

【教育委員会事務局】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅱ  

教 育 機 関 

等 に よ る

教 育 

１ 

段 階 的 か 

つ 体 系 的 

な 飲 酒 運 

転 防 止 教 

育 の 推 進 

 

(1) 

小学校、中

学校、高等

学 校 そ の 

他 の 教 育 

機 関 に お 

け る 教 育 

イ 

家 庭 ・ 地

域・関係機

関との連携 

 

子どもが飲酒

運転の怖さや

飲酒運転によ

る交通事故の

悲惨さなどを

学校で学ぶだ

けでなく、家

庭で保護者に

話したり、一

緒になって考

えたりする機

会が持てるよ

う、学校は、

保護者懇談会

や学校だより

等を通じて保

護 者 等 に 対

し、周知・啓

発に努めます。 

また、飲酒運

転根絶に向け

た教育を充実

するため、交

通安全教室等

において、飲

酒運転の危険

性について理

解を深めるな

ど、飲酒運転

根絶に向けた

取組の充実に

努めます。 

 

○ 公立小中学校等および県立学校に対して、「長期休業中にお

ける児童・生徒の指導について（通知）」を通じ、飲酒運転根

絶に向けた児童・生徒への指導を推進しました。 

 

○ 公立小中学校等および県立学校において、交通安全教室を行

い、飲酒運転根絶に関する指導を行いました。 

【教育委員会事務局】 

Ⅱ  

教 育 機 関 

等 に よ る

教 育 

１ 

段 階 的 か 

つ 体 系 的 

な 飲 酒 運 

転 防 止 教 

育 の 推 進 

(2) 

生 涯 学 習 

と し て の 

交 通 安 全 

教 育 ○ ○ 

ア 

三 重 県 交 

通 安 全 研 

修センター 

等 の 活 用 

 

県は、三重県交

通安全研修セン

ター等を活用

し、幼児から高

齢者に至る幅広

い県民に対し

て、心身の発達

段階に応じた体

系的な交通安全

教育を実施する

中で、対象者の

特性に応じた飲

酒運転防止教育

を実施します。 

 

○ 三重県交通安全研修センターにおいて、研修受講者の年齢に

応じた飲酒運転防止に関する研修を実施しました。 

【環境生活部】 

Ⅱ－１ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅱ  

教 育 機 関 

等 に よ る

教 育 

１ 

段 階 的 か 

つ 体 系 的 

な 飲 酒 運 

転 防 止 教 

育 の 推 進 

(2) 

生 涯 学 習 

と し て の 

交 通 安 全 

教 育 ○ ○ 

イ 

段階的、体

系 的 な 教

育 の 実 施 

 

交通安全教育

や飲酒運転防

止教育は、交

通社会の一員

としての責任

と自覚、交通

安全意識およ

び交通マナー

の向上に不可

欠であり、生

涯学習として

成長過程にあ

わ せ て 段 階

的、体系的に

実施します。 

 

○ 交通安全イベントや交通安全教育の場において、飲酒疑似体

験ゴーグル等を活用するなど、参加・体験型の指導を行いまし

た。 

【警察本部】 

 

○ 地域の交通安全教育センターとして、県内の15教習所におい

て、飲酒運転防止に関する講習会を584回、5,570人に対して実

施しました。 

【（一社）三重県指定自動車教習所協会】 

 

 

Ⅱ  

教 育 機 関 

等 に よ る

教 育 

１ 

段 階 的 か 

つ 体 系 的 

な 飲 酒 運 

転 防 止 教 

育 の 推 進  

(3) 

高 齢 者 に 

対 す る 教 

育 の 推 進 

 

高齢者の交通

安全教育を関

係機関・団体

等と連携して

実 施 す る 中

で、あわせて

飲酒運転根絶

に関する教育

を、交通安全

教室、社会活

動および福祉

活動や訪問指

導の機会を通

じて推進し、

飲酒運転禁止

の遵法意識の

普及を図りま

す。 

 

 

○ 高齢者交通安全アドバイザーと連携して高齢者宅訪問を行

い、飲酒運転の危険性を説明するとともに、飲酒運転防止を呼

び掛けました。 

（訪問世帯数：1,850世帯、2,179人） 

【警察本部】 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ 令和６年度中、高齢者講習受講者74,647人（更新時講習：

74,643人、臨時講習：4人）に対して、飲酒運転防止教育を実

施しました。 

【警察本部】 

 

○ 県内20教習所において、更新時および臨時高齢者講習受講者

72,747人（令和６年中）に対し、飲酒運転防止教育を含む高齢

者講習を実施しました。 

【（一社）三重県指定自動車教習所協会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅱ  

教 育 機 関 

等 に よ る

教 育 

２ 

運 転 免 許 

を 取 得 す 

る 若 年 者 

に 対 す る 

飲 酒 運 転 

防 止 教 育 

の 推 進  

(1) 

指 定 自 動 

車 教 習 所 

に お け る 

飲 酒 運 転 

防 止 教 育 

の 推 進 

 

公安委員会の

指定する自動

車教習所は、

免許取得時は

もちろんのこ

と、免許取得

後の運転者に

対しても、飲

酒運転防止教

育を含めた運

転者教育に努

めます。 

 

○ 県内20教習所において、各運転免許の教習課程を卒業した

20,740人に対し、カリキュラムに基づき、飲酒運転防止の教育

を行い、優良な初心運転者の育成に努めました。 

       【（一社）三重県指定自動車教習所協会】 

 

 

 

Ⅱ  

教 育 機 関 

等 に よ る

教 育 

２ 

運 転 免 許 

を 取 得 す 

る 若 年 者 

に 対 す る 

飲 酒 運 転 

防 止 教 育 

の 推 進 

(2) 

安 全 運 転 

管 理 者 講 

習 を 通 じ 

た 若 年 運 

転 者 に も 

十 分 理 解 

で き る 交 

通 安 全 教 

育 の 推 進 

 

事業所は、ア

ルコールが運

転操作に与え

る影響や重大

な結果をもた

らす飲酒運転

の危険性、特

に飲酒運転に

起因する交通

事故の悲惨さ

について、若

年運転者が理

解を深めるこ

とができる飲

酒運転防止教

育の推進に努

めます。 

 

○ 安全運転管理者等講習を県内10会場において、52回実施し、

8,778人（正7,418人、副1,360人）に対し、飲酒運転の危険

性・罪悪性を周知し、職域から家庭、地域への飲酒運転根絶意

識の波及を図りました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

 

                                                                    

Ⅱ  

教 育 機 関 

等 に よ る

教 育 

２ 

運 転 免 許 

を 取 得 す 

る 若 年 者 

に 対 す る 

飲 酒 運 転 

防 止 教 育 

の 推 進 

(3) 

大学、専門

学校におけ

る飲酒運転

防止教育の

実施 

飲酒を始め

る時期の若

者（大学生

等）に対す

る啓発活動

の実施 

 

県は、法的に

飲酒可能年齢

に 達 し た 大

学、専門学校

生徒に対し、

アルコール依

存症等の知識

の普及および

飲酒運転との

関係性につい

て啓発活動を

行います。 

 

 

○ 大学祭会場において、大学生等に対して、三重県飲酒運転〇

（ゼロ）をめざす条例の周知を図り、飲酒運転根絶意識の向上

を図りました。 

【環境生活部】 

 

○ 県内の大学、専門学校生徒に対し、交通安全広報や教育を通

じて飲酒運転の危険性を周知しました。 

【警察本部】 

 

○ 20歳未満飲酒防止強調月間（４月）の前に、県下10の大学、

短期大学等の入学式に合わせて、20歳未満飲酒防止等の小冊子

（3072部）を、教職員を通じて新入生へ配布しました。 

【三重県小売酒販組合連合会】 

 

 

Ⅱ－２ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅲ  

飲 酒 運 転 

の 再 発 防 

止 の た め 

の 措 置 ○ 

１ 

飲 酒 運 転 

の 再 発 防 

止 に 関 す 

る 普 及 啓 

発 活 動 

(1) 

効 果 的 な 

広 報 啓 発 

活動の推進 

 

県は、警察、

市町、関係機

関、民間団体

と連携して、

飲酒運転違反

者等に対する

再発防止教育

やアルコール

問題に関する

知識の普及の

ため条例の周

知啓発を推進

します。 

 

○ 「三重県飲酒運転〇（ゼロ）をめざす条例 」の柱である

「規範意識の定着」および「飲酒運転の再発防止」について周

知を図るため、ラジオスポットＣＭ放送等で広報したほか、県

内コンビニへのステッカーの貼付やポスター掲出、各種交通安

全啓発活動で条例の広報やチラシ等の配布を行いました。 

【環境生活部】 

Ⅲ  

飲 酒 運 転 

の 再 発 防 

止 の た め 

の 措 置 ○ 

１ 

飲 酒 運 転 

の 再 発 防 

止 に 関 す 

る 普 及 啓 

発 活 動 

(2) 

相 談 窓 口 

設 置 に よ 

る 相 談 体 

制 の 整 備 

 

県は、「飲酒運

転とアルコー

ル問題相談窓

口 」 を 設 置

し、飲酒運転

を行うおそれ

のある者や家

族等からの相

談体制を整備

す る と と も

に、事業者、

関係団体等か

らの要請に応

じてアルコー

ル問題の普及

啓発活動を実

施するほか、

飲酒運転の根

絶に必要な情

報提供を積極

的 に 行 い ま

す。 

 

 

○ 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」の専門相談員が飲酒

運転違反者や家族等からのアルコール依存症に関する受診義務

にかかる相談、要望等に対して、積極的な情報提供等を行い、

受診の促進に努めました。 

※ 相談件数 74 件 

【環境生活部】 

Ⅲ－１ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅲ  

飲 酒 運 転 

の 再 発 防 

止 の た め 

の 措 置 ○ 

２ 

飲 酒 運 転 

の 再 発 防 

止 の た め 

の 運 転 者 

教育の推進 

(1) 

効果的な再

教育と講習

実施機関に

対 す る 指

導・監督 

 

警察は、飲酒運

転違反者に飲酒

運転の危険性を

認識させるため

の効果的な再教

育を行うととも

に、講習実施機

関に対する指導

および監督を行

い、また講習指

導員に対する研

修会を随時開催

するなど、講習

指導員の指導能

力の向上を図り

ます。 

                                                                                

○ 令和６年度中、飲酒運転違反者を対象とした飲酒取消処分

者講習受講者175人および停止処分者講習受講者49人に対し

て、飲酒運転防止教育を実施しました。                                                                  

 

○ 令和６年度中、講習実施機関の教習指導員等を対象とする

講習を４回実施して、指導力の向上を図りました。 

【警察本部】 

Ⅲ  

飲 酒 運 転 

の 再 発 防 

止 の た め 

の 措 置 ○ 

２ 

飲 酒 運 転 

の 再 発 防 

止 の た め 

の 運 転 者 

教育の推進 

(2) 

運 転 適 性 

相 談 窓 口 

の 充 実 ○ 

 

警察は、運転者

からの様々な相

談に適切に対応

するため、相談

体制の整備や担

当職員に対して

専門的知識、お

よび適切な対応

要領等に関する

指導教養を行い

ます。 

 

○ 令和６年度中、運転適性相談の担当職員を対象とした運転

免許窓口業務研修会を開催し、適切な対応要領等に関する指

導教養を行い、運転適性相談の充実に努めました。 

【警察本部】 

 

Ⅲ－２ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

１ 

飲 酒 運 転 

違 反 者 の 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

に 関 す る

受 診 義 務 

(1) 

飲 酒 運 転 

違 反 者 に 

対 す る ア 

ル コ ー ル 

依 存 症 に

関 す る 受 

診 通 知 

 

県は、公安委

員会から情報

を得た飲酒運

転違反者に対

して、指定医

療機関を記載

した書面を添

付して、受診

の通知をする

とともに、受

診した旨の報

告 を 求 め ま

す。 

受診の通知に

あたっては、

あわせて飲酒

運 転 と ア ル

コール依存症

の関係、多量

飲酒習慣とア

ルコール依存

症の関係につ

いての情報提

供 を 行 い ま

す。 

 

○ アルコール依存症に関する受診通知をする際、指定医療機

関、アルコール依存症、多量飲酒、各相談窓口の情報を提供

し、アルコール依存症等に関する正しい知識の周知と受診の向

上に努めました。 

【環境生活部】 

 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

１ 

飲 酒 運 転 

違 反 者 の 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

に 関 す る

受 診 義 務 

(2) 

受 診 し た 

旨 の 報 告 

が な い 飲 

酒 運 転 違 

反 者 に 対 

す る 受 診

の 勧 告 

 

受診の書面を

送 付 し た の

ち、60日を経

過しても、受

診した旨の報

告がない飲酒

運転違反者に

対 し て 、 再

度、受診する

よう勧告する

とともに、さ

らに勧告の書

面を送付した

のち40日を経

過しても受診

した旨の報告

がない飲酒運

転違反者には

再勧告を実施

します。 

また、指定医

療機関におけ

る受診しやす

い環境整備等

に努めます。 

 

 

○ 受診通知の報告期限までに報告がない飲酒運転違反者に対し

て勧告を実施しました。 

  また、勧告後受診報告がない飲酒運転違反者に再勧告を行い

ました。 

 

 ・受診通知件数  316件 

  （うち報告数 119件 受診率 37.7％） 

 ・勧告件数   198件 

  （うち報告数  34件 受診率 17.2％） 

 ・再勧告件数   160件 

  （うち報告数  26件 受診率 16.3％） 

 

 ・合計報告件数 179件 受診率  56.6％ 

       （令和７年７月15日現在） 

【環境生活部】 

Ⅳ－１ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

２ 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

の 早 期 発 

見 、 早 期 

受 診 の た 

め の 取 組 

(1) 

県 の 取 組 

ア 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

に 関 す る 

正 し い 知 

識の普及等 

 

アルコール依

存症の早期発

見のため、ア

ルコール依存

症に関する正

しい知識の普

及を図るとと

もに、家族、

事業者など周

囲の方からの

相談に対して

も、適切な対

応方法につい

ての周知に努

めます。 

 

○ 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」に寄せられた飲酒運

転違反者や家族等からの相談に対し、アルコール依存症の正し

い知識の普及に努めるとともに、医療機関や他の相談窓口等の

教示に努めました。 

【環境生活部】 

 

○ 三重県医師会館において、三重県飲酒運転〇（ゼロ）をめざ

す条例に係る指定医療機関研修を開催し、「三重県飲酒運転〇

（ゼロ）をめざす条例の取組成果について」および「アルコー

ルの害と飲酒運転防止-診療・専門治療・教育の連携」の研修

を行いました。 

（令和７年２月16日開催、受講者数17名） 

【医療保健部】 

 

 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

２ 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

の 早 期 発 

見 、 早 期 

受 診 の た 

め の 取 組 

(1) 

県 の 取 組 

イ 

「 三 重 県 

ア ル コ ー 

ル 健 康 障 

害 対 策 推 

進 基 本 計

画 」 の 策 

定 と 問 題 

解 決 と 予 

防 に 対 す 

る 各 機 関 

の 連 携 等 

 

アルコール健

康障害対策基

本法に基づく

「三重県アル

コール健康障

害対策推進計

画」により、

アルコール関

連問題が円滑

に解決・予防

できるよう、

事業者、医療

機関、行政機

関等の連携を

図り、総合的

かつ計画的な

取組を進めま

す。 

 

○ 三重県アルコール健康障害対策推進計画（第２期）の取組状

況について、三重県アルコール健康障害対策推進部会において

報告し、協議を行いました。 

（令和７年２月３日開催） 

 

○ アルコール関連問題の啓発について、三重断酒新生会に委託

し、アルコール関連問題啓発フォーラムを開催（オンライン併

用）し、「アルコール依存症とは～その影響と回復へのきっか

け～」、「アルコール依存症からの回復」についての医療関係者

からの報告や体験発表などを行いました。 

（令和６年12月１日開催 参加者63名） 

 

○ 県で作成したリーフレットを一般県民に配布し（公共施設や

商業施設などにおける配架）、アルコール関連問題に関する正

しい知識を啓発しました。 

 

○ アルコール関連問題啓発週間（11月10日から16日まで）に

は、啓発ポスターを専門医療機関や相談拠点などで掲示した

り、県のホームページやXにアルコール関連問題について掲載

し、啓発を行いました。 

【医療保健部】 

 

○ 県下の６地域（津市一身田、松阪市、熊野市、津市藤方、四

日市市、津市美杉町）で、６月、１０月、１１月、１月、 

２月、３月に大会を開催し、アルコール専門病院の医師、職員

による講演および断酒会の会員・家族の体験談の発表を行いま

した。 

（参加人員 ６大会の平均73名） 

 

○ 四日市市楠福祉会館で、３月２日に第４回一日研修会を開催

し、全国から79名のアルコール依存症の本人と31名の家族およ

び数名の医療関係者が参加し、それぞれが体験発表を行いまし

た。 

 

○ 三重刑務所が実施する「アルコールに関する教育」に６回

（４月９日，４月22日、７月９日、11月28日、12月９日、２月

３日）講師を派遣し、アルコール依存症の正しい知識および飲

酒運転防止に関する教育を行いました。 

【（公社）三重断酒新生会】 

                                                                                                                                

Ⅳ－２ 



39 

 

大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

２ 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

の 早 期 発 

見 、 早 期 

受 診 の た 

め の 取 組 

(1) 

県 の 取 組 

ウ 

保 健 所 に 

お け る ア 

ル コ ー ル 

依 存 症 に 

関 す る 正 

し い 知 識 

の 普 及 等 

 

 

 

 

 

 

 

保健所等にお

い て 、 ア ル

コール依存症

者とその疑い

のある者や家

族、事業者な

ど周囲の者か

らの相談を受

け、アルコー

ル専門医療機

関へつなげる

などの支援を

行います。ま

た、治療の継

続を促進する

ために自助グ

ループ活動等

への支援を行

います。 

 

○ 保健所やこころの健康センターにおいて、アルコール関連問

題に関する相談を実施しました。 

（来所：延べ18人、訪問：延べ31人、電話相談：延べ343人） 

【医療保健部】 

 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

２ 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

の 早 期 発 

見 、 早 期 

受 診 の た 

め の 取 組 

(2) 

本人・家族

の 取 組 

 

 

県が設置する

「飲酒運転と

アルコール問

題相談窓口」

を活用し、必

要に応じて保

健所、三重県

こころの健康

センター等の

相談機関、ア

ルコール専門

医療機関等の

利用に努め、

飲酒運転違反

者が県から受

診通知を受け

取ったことを

そ の 家 族 が

知 っ た 場 合

は、飲酒運転

違反者本人に

対して必ず指

定医療機関で

の受診を促す

ほか、上記相

談窓口へ相談

等するように

努めます。 

 

○ 「飲酒運転とアルコール関連相談窓口」について、県ウェブ

ページへ掲載し、飲酒運転をするおそれのある者および家族等

が相談しやすいように広報を行いました。 

また、飲酒運転違反者等からの相談に対し、必要に応じ関係

機関・団体の相談窓口等の教示に努めました。 

【環境生活部】 

 

Ⅳ－２ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

２ 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

の 早 期 発 

見 、 早 期 

受 診 の た 

め の 取 組 

(3) 

事 業 者 の

取 組 

 

従業員の飲酒

行動の変化や

健康診断など

からアルコー

ル依存症およ

び多量飲酒等

の早期発見に

努めるととも

に、アルコー

ル依存症およ

び多量飲酒等

が発見された

場合には、産

業医、衛生管

理者等による

保健指導の実

施や適切な県

の相談機関、

医療機関につ

なげるよう努

めます。 

 

○ 職員の健康診断や保健指導等を行いました。 

【環境生活部】 

 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

２ 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

の 早 期 発 

見 、 早 期 

受 診 の た 

め の 取 組 

(4) 

警察の取組 

ア 

運 転 免 許 

関 係 手 続 

き に お け 

る 受 診 の 

促 進 ○ ○ 

 

運転免許証の

取得・更新時

や飲酒運転違

反者が運転免

許 証 返 還 時

に、アルコー

ル依存症であ

ることを申告

し た 場 合 に

は、早期治療

を促すととも

に、受診義務

対象者には受

診 を 促 し ま

す。 

また、運転免

許証の取得時

等における質

問票や運転適

性相談等によ

りアルコール

中毒の疑いが

ある者を認め

た場合には、

臨時適性検査

又は診断書の

提出により、

免許取得の可

否を判断しま

す。 

 

 

○ 令和６年度中、免許取得時等における質問票や適性相談等に

より、アルコール依存症の疑いがあると認めた17人に対して、

臨時適性検査又は診断書の提出により免許取得等の可否を判断

しました。 

 

○ 令和６年度中、飲酒運転に係る運転免許の停止処分を73人に

対して執行しました。 

また、停止処分の期間を終えた者に免許証を返還する際には

医療機関の受診を促しました。 

【警察本部】 

Ⅳ－２ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

２ 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

の 早 期 発 

見 、 早 期 

受 診 の た 

め の 取 組 

(4) 

警察の取組 

イ 

交 通 安 全 

講 習 等 に 

お け る 相

談 、 受 診 

の 促 進 ○ 

 

取消処分者講

習、停止処分

者講習時にお

い て 、 ス ク

リーニング・

テスト（オー

ディット）を

実施し、受講

者自らの飲酒

習慣を自覚さ

せるほか、問

題飲酒行動の

ある者に対す

る、速やかな

受診につなげ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 令和６年度中、飲酒取消処分者講習受講者175人、停止処分

者講習（飲酒学級）受講者49人を対象に、アルコール・スク

リーニングテストを実施し、問題飲酒行動のある者に対して、

医療機関の受診を促しました。 

【警察本部】 

 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

２ 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

の 早 期 発 

見 、 早 期 

受 診 の た 

め の 取 組 

(5) 

医 療 機 関

の 役 割 

ア 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

の 治 療 に 

あ た る 医 

療 機 関 の

連 携 

 

アルコール依

存症者は、う

つ、幻覚等の

精神症状や肝

機能障害、高

血圧、糖尿病

等の健康障害

を引き起こす

場合があるの

で、アルコー

ル依存症の治

療にあたって

は、一般科医

療機関、精神

科医療機関お

よびアルコー

ル専門医療機

関において相

互に連携する

よ う 努 め ま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各保健所において、地域精神保健福祉連携会議を開催、地域

における諸課題について、協議しました。 

（連携会議合計13回） 

 

○ 多機関多職種が連携し団体が実施する研修会について、三重

大学（オンライン併用）における開催を支援しました。 

（令和６年６月30日開催） 

【医療保健部】 

 

Ⅳ－２ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

２ 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

の 早 期 発 

見 、 早 期 

受 診 の た 

め の 取 組 

(5) 

医 療 機 関

の 役 割 

イ 

ア ル コ ー 

ル 関 連 問 

題 等 の 正 

し い 知 識 

の 普 及 ○ 

 

受診の結果、

アルコール依

存症でなかっ

た者について

も、多量飲酒

習 慣 な ど の

「 危 険 な 飲

酒」行動のあ

る 者 に つ い

て、医師は診

療マニュアル

等を活用して

節酒や適正飲

酒、アルコー

ル関連問題に

ついての正し

い知識が得ら

れるよう働き

かけを行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 多機関多職種が連携した団体が実施する研修会において、ア

ルコール関連問題に関するリーフレットを配布し、知識の普及

を行いました。 

【医療保健部】 

                           

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

とアルコー  

ル 依 存 症 

お よ び 

そ の 疑 い 

の あ る 者 

へ の 対 策 

２ 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

の 早 期 発 

見 、 早 期 

受 診 の た 

めの取組 

(6) 

自助グルー

プ の 取 組 

 

 

自助グループ

は、断酒継続

のために、酒

害についての

理 解 の 促 進

や、本人や家

族と共に支え

合い、医療機

関やその他支

援機関が担え

ない部分を補

完するととも

に、回復や希

望をもたらす

ように努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県内６地域に11名の酒害相談員を配し、電話および例会場で

の相談に対応しました。 

（相談件数15名／年、入会者９名） 

 

○ ９月21日に津市（断酒の家）でアルコール勉強会を開催し、

アルコール専門病院の職員が講演を行い、三重断酒新生会の会

員が体験発表を行いました。 

（参加人員52名）                                                 

 

○ 12月１日に四日市市楠福祉会館で、三重県からの委託により

「アルコールフォーラム」を開催し、アルコール専門病院の職

員による講演および断酒会の会員の体験談の発表をしました。 

（参加人員63名＋オンライン参加１団体） 

【（公社）三重断酒新生会】 

Ⅳ－２ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅴ  

総合的かつ

計画的に施

策を推進す

るためのし

くみづくり 

１ 

県内各関係

機関・民間

団体等によ

る県民総ぐ

るみの運動

の推進 

  

県は、関係機

関、民間団体

と協力して、

飲酒運転根絶

のための施策

を総合的かつ

計画的に推進

します。 

 

○ 「三重県飲酒運転〇（ゼロ）をめざす推進運動の日」である

12月１日、三重県総合博物館において開催された「みえ交通安

全・環境フェスタ」において、関係団体が、飲酒体験用ゴーグ

ルを用いた飲酒状態の疑似体験等や広報啓発活動を行い、飲酒

運転の危険性や、飲酒運転の根絶を呼び掛けました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

【環境生活部】 

【警察本部】 

【（一財）三重県交通安全協会】 

【（一社）三重県自家用自動車協会】 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

【（一社）三重県タクシー協会】 

【（一社）三重県トラック協会】 

【（公社）三重県バス協会】 

 

○ 各地区交通安全協会で「飲酒運転〇（ゼロ）をめざす推進運

動の日」である12月１日に、関係団体が連携し、スーパーなど

集客施設において来店者に対し、チラシ等啓発物品の配布を行

い、飲酒運転の危険性を訴え、飲酒運転の根絶を呼びかけまし

た。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

Ⅴ  

総合的かつ 

計画的に施 

策を推進す 

るためのし 

くみづくり 

 

２ 

相 談 体 制 

の 確 立 

  

県は、「飲酒運

転とアルコー

ル問題相談窓

口 」 に お い

て、飲酒運転

をした者、飲

酒運転を行う

おそれのある

者や、その家

族等からの相

談に応じ、他

の機関と連携

を 図 り な が

ら、受診等に

つなげるよう

努めます。 

 

○ 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」において、飲酒運転

違反者やその家族等からの相談に対応しました。 

  また、関係機関等と連携し、相談内容に応じた相談窓口の教

示にも努めました。 

 ※ 相談件数 74件 

【環境生活部】 

 

Ⅴ  

総合的かつ 

計画的に施 

策を推進す 

るためのし 

くみづくり 

 

３ 

情 報 提 供   

  

県は、飲酒運

転の再発防止

のための各種

情報を企業等

における社内

教育の場に提

供します。 

 

 

○ 関係機関・団体が開催する各種会議や、啓発活動の場におい

て、資料等を配布して幅広い情報提供を行いました。                       

【環境生活部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ－１、Ⅴ－２、Ｖ－３ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅴ  

総合的かつ 

計画的に施 

策を推進す 

るためのし 

くみづくり 

 

４ 

三重県飲酒

運転〇
ゼロ

をめ

ざす推進運

動の日に合

わせた取組

○○ 

  

県は、毎年12

月１日の飲酒

運転〇
ゼロ

をめざ

す推進運動の

日に合わせ、

飲酒運転根絶

についての理

解と関心を深

めるための行

事を実施しま

す。 

 

○ 「三重県飲酒運転〇（ゼロ）をめざす推進運動の日」である

12月１日、三重県総合博物館において開催された「みえ交通安

全・環境フェスタ」において、関係団体が、飲酒体験用ゴーグ

ルを用いた飲酒状態の疑似体験等や広報啓発活動を行い、飲酒

運転の危険性や、飲酒運転の根絶を呼び掛けました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

【環境生活部】 

【警察本部】 

【（一財）三重県交通安全協会】 

【（一社）三重県自家用自動車協会】 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

【（一社）三重県タクシー協会】 

【（一社）三重県トラック協会】 

【（公社）三重県バス協会】 

 

○ 各地区交通安全協会で「飲酒運転〇（ゼロ）をめざす推進運

動の日」である12月１日に、関係団体が連携し、スーパーなど

集客施設において来店者に対し、チラシ等啓発物品の配布を行

い、飲酒運転の危険性を訴え、飲酒運転の根絶を呼びかけまし

た。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

 

Ⅴ  

総合的かつ 

計画的に施 

策を推進す 

るためのし 

くみづくり 

 

５ 

表彰 

  

県は、飲酒運

転根絶の取組

に関して、従

業員教育の推

進や、ハンド

ルキーパー運

動への参加な

どの施策を積

極的に推進す

るなど、顕著

な功績のあっ

た 個 人 、 団

体、事業所、

店舗等に対し

表彰等を行い

ます。 

                                                              

○ 令和６年度「飲酒運転根絶に関する功労者表彰」として団体

１名を表彰し、飲酒運転根絶の機運を高めました。 

【環境生活部】 

 

Ⅴ－４、Ｖ－５ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和６年度中の主な取組状況 

Ⅴ  

総合的かつ 

計画的に施 

策を推進す 

るためのし 

くみづくり 

６ 

実 施 状 況 

の 報 告 と 

公 表 

  

この計画に基

づく実施計画

と施策をとり

まとめ、その

実施状況につ

いて、毎年１

回、「飲酒運転

〇
ゼロ

をめざす年

次報告」を作

成し、県議会

に報告すると

ともに、三重

県公式ホーム

ページで公表

します。 

 

 

○ 第３次基本計画に基づく実施計画と施策をまとめ、「令和６

年度飲酒運転〇
ゼロ

をめざす年次報告」を作成し、議会で報告しま

した。 

また、同内容を県公式ウェブサイトで公表しました。 

【環境生活部】 

Ｖ－６ 
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 参考資料 

 

 三重県交通対策協議会 飲酒運転〇
ゼロ

をめざす部会の構成 

         「三重県飲酒運転〇
ゼ ロ

をめざす基本計画」に基づき、三重県交通対策協議会に 

設置した「飲酒運転〇
ゼ ロ

をめざす部会」は、下記の推進機関で構成されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 推 進 機 関 名 

１ 三重県環境生活部くらし・交通安全課 

２ 三重県医療保健部健康推進課 

３ 三重県教育委員会事務局保健体育課 

４ 三重県警察本部交通部交通企画課 

５ 国土交通省中部運輸局三重運輸支局 

６ 一般財団法人三重県交通安全協会 

７ 一般社団法人三重県自家用自動車協会 

８ 一般社団法人三重県安全運転管理協議会 

９ 一般社団法人三重県指定自動車教習所協会 

10 一般社団法人三重県タクシー協会 

11 一般社団法人三重県トラック協会 

12 公益社団法人三重県バス協会 

13 公益財団法人三重県生活衛生営業指導センター 

14 公益社団法人三重断酒新生会 

15 三重県小売酒販組合連合会 



47 
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